
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２仙第２７号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２３年１２月２７日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 新潟県糸魚川
い と い が わ

市姫川港 

姫川港沖防波堤東灯台から真方位２１２°１,７００ｍ付近 

（概位 北緯３７°０２.３６′ 東経１３７°５０.３７′） 

事故等調査の経過 平成２４年７月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第七大伸
だいしん

丸、６９９トン 

 １３４６３０、大寿汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 機関長、四級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウに凹損 

岸壁 なし 

 事故等の経過 本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、姫川港中央ふ頭に着

岸するために沖防波堤付近を微速力で航行中、主機遠隔操縦ハンドル

を停止の位置にしたところ、主機の潤滑油圧力が下がり、油圧低下の

警報が鳴って平成２３年１２月２７日０７時４０分ごろ主機が自動停

止して再始動できなくなった。 

本船は、主機潤滑油ポンプの発停を繰り返していたところ、潤滑油

の圧力が上昇したので主機を始動して岸壁に接近したのち、ヘッドラ

イン及び船首スプリングラインを取って後進をかけたところ、再び主

機が停止し、０８時１０分ごろ船首が岸壁に接触した。 

本船は、主機を運転せずに係留索のみを使用して着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雪、風向 北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、うねり 北 

 その他の事項 

 

本船は、平成２３年３月に入渠後、同年４月より運航が開始され

た。 

本船は、本事故後、機関長が主機の潤滑油系統を点検してストレー

ナの目詰まりを発見した。 

本船は、通常、週に１度、主機潤滑油系統のストレーナの開放掃除

を行い、時化
し け

の後にも同掃除を行っていた。 

本船は、平成２３年１２月２５日から荒天状態となった日本海を航

行していた。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、姫川港において着岸作業中、主機潤滑油系統のストレーナ

が目詰まりして潤滑油の圧力が低下し、主機が自動停止して運転がで

きなくなったことから、岸壁に衝突したものと考えられる。 

 本船は、荒天状態の日本海を航行しており、船体動揺により主機潤

滑油の油溜まり底部に蓄積していたごみが、主機潤滑油系統内に浮遊

し、ストレーナを目詰まりさせた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、姫川港において着岸作業中、主機潤滑油系統の

ストレーナが目詰まりして潤滑油の圧力が低下し、主機が自動停止し

て運転ができなくなったため、岸壁に衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・荒天遭遇後を含め、定期的に主機潤滑油系統のストレーナ掃除を

行うこと。 

・潤滑油の性状管理を適切に行い、定期的に油溜まりの掃除を行う

こと。 

 




